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五
斯
波
氏
の
大
野
郡
支
配

守
護
の
管
国
支
配
に
お
い
て
、
郡
が
行
政
単
位
と

さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
、
今
火
口

明
氏
に
よ
る
総
合
的
研
究
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
斯

波
氏
分
国
で
も
、
越
前
(
旧
稿
)
・
越
中
(
同
)

尾
張
・
遠
江
で
明
証
が
得
ら
れ
る
。
越
前
で
は
大
野

郡
・
敦
賀
郡
に
見
ら
れ
る
が
、
小
泉
氏
が
『
県
史
』

で
「
甲
斐
氏
が
重
視
し
た
敦
賀
郡
と
こ
の
大
野
郡
の

郡
代
と
は
設
置
さ
れ
た
事
情
が
お
お
い
に
異
な
る
」

と
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
(
四
七
三
頁
)
、

河
村

越
前
の
両
郡
の
性
格
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
敦
賀
郡
は
郡
代
の
置
か
れ
る
郡
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
大
野
郡
の
方
は
、
い
わ
ゆ
る
分
郡
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
小
泉
氏
が
『
県

史
』
で
叙
述
さ
れ
た
こ
と
の
再
確
認
に
加
え
、
若
干

の
補
足
を
試
み
た
い
。

【
史
料
I

】

(
大
野
郡
)

三
宝
院
御
門
跡
御
領
当
郡
牛
原
庄
内
外
宮
役
夫

工
米
事
、
任
十
一
月
十
六
日
免
除
御
奉
書
之
旨
、

(
促
力
)

可
被
停
止
催
役
之
由
候
也
、
仇
執
達
如
件
、

二
古
田

十
二
月
廿
一
日
信
乃
入
道
在
判

左
近

二
宮
将
監
殿

(
解
説
)

乙
部
勘
由
左
衛
門
殿

こ
の
文
書
は
、
二
一
宝
院
領
大
野
郡
牛
原
荘
の
役
夫
工

米
に
関
し
て
、
幕
府
の
「
免
除
御
奉
書
」
を
奉
じ
た

守
護
の
遵
行
状
(
伝
存
せ
ず
)
を
受
け
て
出
さ
れ
た

と
み
ら
れ
、
一
見
す
る
と
発
給
人
二
宮
信
濃
入
道
は

越
前
守
護
代
の
よ
う
で
あ
る
が
、
室
町
期
の
越
前
守

護
代
が
甲
斐
氏
以
外
に
移
っ
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な

い
上
、
小
泉
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
(
『
県
史
』

四
七
二
頁
)
、
「
当
郡
」
の
表
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

二
宮
は
大
野
郡
を
管
掌
す
る
郡
代
と
解
す
る
の
が
さ

し
当
た
り
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
宮
氏
は
南
北

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
全
一
)

朝
期
以
来
の
斯
波
氏
重
臣
で
は
あ
る
も
の
の
、
信
濃

守
を
名
乗
る
系
統
は
、
南
北
朝
末
期
の
信
濃
、
室
町

期
の
加
賀
に
お
い
て
守
護
職
に
あ
っ
た
斯
波
氏
庶
流

の
斯
波
義
種
・
満
種
父
子
の
も
と
で
守
護
代
を
務
め

た
家
で
あ
っ
可
、
斯
波
氏
嫡
流
の
被
官
で
は
な
円
。

し
か
ら
ば
、
右
の
二
宮
信
濃
入
道
は
、
後
述
す
る
敦

賀
郡
代
と
同
列
の
立
場
で
越
前
守
護
(
斯
波
氏
本
宗

家
)
の
も
と
に
属
す
る
郡
代
で
は
な
く
、
大
野
郡
は

義
種
系
斯
波
氏
が
守
護
権
を
も
っ
分
郡
で
あ
っ
て
、

二
宮
は
そ
の
代
官
、
つ
ま
り
大
野
郡
守
護
代
の
地
位

に
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

史
料
I
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
し
得
な

い
。
た
だ
、
応
永
二
年
(
一
三
九
五
)
か
ら
同
二
十

五
年
の
聞
は
除
外
し
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
両

年
に
牛
原
荘
に
関
す
る
遵
行
命
令
が
い
ず
れ
も
守
護

か
ら
守
護
代
甲
斐
将
教
(
祐
徳
)
に
下
達
さ
れ
て
い

て
、
こ
の
聞
の
大
野
郡
は
分
郡
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
史
料
I
は
応
永
二
年
(
日
付
か
ら
す
れ
ば

厳
密
に
は
一
万
年
)
以
前
か
同
二
十
五
年
以
降
、
つ
ま

り
南
北
朝
期
(
と
い
っ
て
も
斯
波
義
将
が
越
前
守
護

職
に
補
任
さ
れ
る
康
暦
二
年
以
降
で
あ
ろ
う
)
か
室

町
期
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
役
夫
工
米
徴
集
が
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完
全
に
守
護
支
配
機
構
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
守
護
代
級
の
重
臣
二
宮
氏
泰
の
越
前
に
お
け
る
ふ
さ

と
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
後
者
の
可
能
性
が
わ
し
い
地
位
は
、
大
野
郡
の
み
を
管
掌
す
る
郡
代
と

高
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
大
野
郡
が
室
町
な
ろ
う
。
し
か
し
、
信
濃
守
流
二
宮
氏
と
義
種
系
斯

期
に
な
っ
て
初
め
て
分
郡
と
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
波
氏
の
緊
密
な
主
従
関
係
が
信
濃
時
代
の
守
護
義
種

そ
の
淵
源
は
南
北
朝
期
に
ま
で
遡
り
得
る
可
能
性
の
と
守
護
代
二
宮
氏
泰
と
の
聞
で
成
立
し
て
い
た
こ
と

あ
る
こ
と
を
、
二
節
に
掲
げ
た
(
嘉
慶
二
年
)
五
月
を
重
視
す
れ
ば
、
史
料
B
に
お
け
る
こ
宮
氏
泰
の
地

十
四
日
乙
部
中
務
入
道
宛
二
宮
氏
泰
書
状
(
史
料
位
は
、
単
な
る
郡
代
と
い
う
よ
り
も
、
大
野
郡
に
分

B
)
が

示

唆

し

て

い

る

。

郡

守

護

権

|

と

断

定

で

き

る

だ

け

の

明

証

は

な

い

も

史
料
B
の
発
給
人
二
宮
氏
泰
は
、
お
そ
ら
く
斯
波
の
の
斯
波
義
種
を
郡
代
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う

義
種
が
至
徳
一
万
年
(
一
三
八
四
)
信
濃
守
護
職
に
補
を
も
っ
斯
波
義
種
の
も
と
に
お
け
る
代
官
、
す
な
わ

任
さ
れ
る
と
同
時
に
同
国
守
護
代
と
な
り
、
少
な
く
ち
、
前
掲
史
料
I
の
二
宮
信
濃
入
道
と
同
様
大
野
郡

と
も
嘉
慶
二
年
(
一
三
八
八
)
十
二
月
ま
で
在
職
が
守
護
代
と
で
も
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
一
叩
そ
の

確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
史
料
B
は
氏
泰
の
信
濃
守
場
合
、
氏
泰
は
当
時
信
濃
守
護
代
も
兼
帯
し
て
い
た

護
代
在
職
中
の
も
の
と
な
り
、
氏
泰
は
越
前
の
守
護
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
大
野
郡
に
在
国
す
る

代
も
兼
帯
し
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
こ
と
を
前
提
と
し
た
就
任
で
は
な

ω「
二
宮
氏
泰
の

か
し
、
こ
の
嘉
慶
二
年
を
は
さ
む
前
後
の
越
前
守
護
地
位
は
厳
密
に
は
大
野
郡
在
京
守
護
代
と
で
も
い
う

代
に
は
斯
波
家
の
執
事
甲
斐
教
光
が
在
職
し
て
い
た
べ
き
で
あ
ろ
旬
。

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
(
旧
稿
)
、
か
か
る
高
い
地
位
そ
れ
で
は
、
史
料
B
の
宛
人
乙
部
中
務
入
道
の
地

に
あ
る
甲
斐
教
光
が
い
っ
た
ん
改
替
さ
れ
て
二
宮
氏
位
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
守
護
代
か
ら
下

泰
に
替
わ
り
、
そ
の
あ
と
再
ぴ
甲
斐
教
光
が
補
さ
れ
地
打
渡
を
下
達
さ
れ
る
者
と
し
て
は
、
中
央
か
ら
下

た
と
す
る
よ
り
も
、
先
に
想
定
し
た
よ
う
に
教
光
が
さ
れ
る
使
節
か
、
在
国
守
護
代
な
ど
が
想
定
さ
れ
る

応
永
二
年
に
没
す
る
ま
で
守
護
伐
に
在
職
し
続
け
た
が
、
次
の
文
書
か
ら
判
断
す
る
に
、
後
者
の
可
能
性

と
み
な
す
方
が
は
る
か
に
自
然
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
J
}

泉
・
小
山
領
家
下
地
事
、
先
度
任
御
施
行
之
旨
、

春
日
御
代
官
可
被
遵
行
申
候
也
、
此
旨
可
心
得

候
、
穴
賢
/
¥
、

八
月
十
九
日
(
花
押
)

(
力
)

円
木
入
道
殿

こ
の
文
書
は
、
内
容
的
に
は
前
掲
史
料
B
と
ま
っ
た

く
共
通
し
、
か
つ
「
任
御
施
行
之
旨
L

の
文
言
か
ら
、

た
と
え
直
接
史
料
B
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
と
し

て
も
、
発
給
人
は
史
料
B
の
宛
人
乙
部
中
務
入
道
と

同
じ
地
位
に
あ
る
者
、
お
そ
ら
く
乙
部
そ
の
人
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
乙
部
を
仮
に

中
央
か
ら
下
さ
れ
る
使
節
と
す
る
と
、
史
料
J
は
彼

が
さ
ら
に
そ
の
下
位
の
円
木
入
道
に
文
書
を
下
し
て

遵
行
の
履
行
を
命
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は

不
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
大
野
郡

在
国
守
護
代
乙
部
中
務
入
道
が
、
在
京
守
護
代
た
る

二
宮
氏
泰
か
ら
の
「
御
施
行
之
旨
」
を
、
い
わ
ば
大

野
郡
守
護
使
と
も
い
う
べ
き
円
木
に
下
達
し
た
と
解

釈
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
無
理
が
な
い
よ
う
に
恩
わ

れ
る
。
以
上
の
推
定
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
南

北
朝
末
期
の
大
野
郡
に
は
、
分
郡
守
護
(
斯
波
義

種
)
在
京
守
護
代
(
二
宮
氏
泰
)
|
在
国
守
護
代
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(
乙
部
中
務
入
道
)
|
守
護
使
(
円
木
入
道
)
と
い
ろ
う
か
。
そ
の
後
至
徳
四
年
四
月
に
富
樫
昌
家
の
加
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
義

う
支
配
機
構
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
賀
守
護
職
が
改
替
さ
れ
て
斯
波
氏
に
給
付
さ
れ
た
段
種
の
大
野
郡
守
護
職
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
加
賀
守

大
野
郡
が
分
郡
と
さ
れ
た
時
期
、
及
び
事
情
に
つ
階
で
、
義
種
が
同
職
に
任
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
時
、
護
職
を
改
補
さ
れ
た
時
か
、
も
し
く
は
還
補
さ
れ
た

い
て
は
ま
っ
た
く
手
が
か
り
を
欠
い
て
い
る
た
め
明
あ
る
い
は
そ
の
時
、
義
種
の
持
っ
て
い
た
信
濃
守
護
時
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
前
者
な
ら
、
義
種
の
所

ら
か
に
で
き
な
い
が
、
大
胆
な
憶
測
が
許
さ
れ
る
な
職
を
義
将
に
移
す
と
共
に
、
越
前
大
野
郡
を
割
譲
し
職
を
す
べ
て
改
替
す
る
と
い
う
措
置
の
一
環
と
い
え

ら
ば
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。
す
て
、
義
将
は
越
前
・
信
濃
両
国
守
護
職
、
義
種
は
加
ょ
う
し
、
後
者
な
ら
、
加
賀
守
護
職
を
返
付
す
る
代

な
わ
ち
、
斯
波
義
種
が
大
野
郡
の
分
郡
守
護
と
な
っ
賀
と
越
前
大
野
郡
の
一
国
一
郡
守
護
職
、
と
し
て
兄
償
と
し
て
大
野
郡
守
護
職
を
没
収
す
る
、
と
い
う
意

た
の
は
、
兄
義
将
と
の
政
治
的
地
位
の
バ
ラ
ン
ス
を
弟
聞
の
均
衡
を
保
と
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
味
を
も
つ
も
の
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
野
郡
が

保
つ
た
め
で
、
時
期
は
信
濃
守
護
職
が
義
種
か
ら
義
分
郡
の
設
置
(
守
護
職
の
分
割
)
が
、
か
か
る
守
護
分
郡
で
あ
っ
た
期
間
は
三
年
前
後
で
あ
っ
た
と
思
わ

将
に
替
わ
っ
た
至
徳
四
年
六
時
で
は
な
い
か
と
考
え
家
内
部
の
い
わ
ば
私
的
事
情
で
実
施
さ
れ
る
と
い
う
れ
る
。
な
お
、
加
賀
守
護
職
の
変
遷
は
、
義
将
・
義

る
。
義
将
・
義
種
兄
弟
は
、
共
に
幼
少
時
か
ら
父
高
こ
と
に
は
疑
間
も
な
く
は
な
い
が
、
当
時
の
義
将
が
種
兄
弟
の
政
治
的
札
機
、
そ
し
て
そ
の
後
の
和
解
を

経
の
も
と
で
守
護
職
正
員
に
つ
く
と
い
う
共
通
の
経
将
軍
義
満
の
厚
い
信
頼
を
得
て
管
領
と
し
て
幕
政
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
様
相
は
知
る
由

験
を
持
ち
こ
節
2
参
照
)
、
義
将
が
家
督
を
嗣
い
主
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
あ
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
如
上
の
推
測
は
な
ん
ら
確
証

で
か
ら
も
、
越
中
を
斯
波
氏
唯
一
の
分
固
と
し
て
い
り
得
な
い
こ
と
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
一
は
な
く
、
ま
っ
た
く
憶
測
の
域
を
出
な
い
。

た
応
安
元
年
二
三
六
八
)
か
ら
康
暦
元
年
(
一
三
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
案
し
て
お
き
た
い
。
.
と
こ
ろ
で
、
斯
波
義
種
は
、
南
北
朝
期
に
越
前
守

七
九
)
の
聞
は
、
守
護
正
員
た
る
義
将
が
弟
義
種
を
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
応
永
二
年
以
前
に
大
野
護
、
若
狭
守
護
、
越
中
守
護
代
、
信
濃
守
護
な
ど
を

守
護
代
に
す
る
と
い
う
、
他
の
時
期
に
は
見
ら
れ
な
郡
の
分
郡
が
解
消
さ
れ
た
事
情
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
歴
任
し
、
嘉
慶
元
年
加
賀
守
護
に
な
っ
て
以
降
は
、

い
異
例
の
体
制
を
し
い
た
よ
う
に
、
こ
の
兄
弟
の
連
分
郡
設
置
よ
り
は
推
測
が
い
く
ら
か
容
易
で
あ
る
。
斯
波
一
族
の
中
で
た
だ
一
人
守
護
職
を
持
つ
有
力
庶

携
は
き
わ
め
て
緊
密
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
嘉
慶
二
年
か
ら
応
永
二
年
ま
で
の
聞
で
義
種
の
身
辺
家
と
し
て
宗
家
を
支
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ

康
暦
二
年
(
一
三
八

O
)
頃
、
越
前
守
護
職
を
回
復
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
は
、
明
徳
元
年
(
一
三
九
が
、
義
種
の
子
満
種
の
代
に
な
っ
て
、
応
永
二
十
一

し
た
あ
と
程
な
く
得
た
信
濃
守
護
職
に
義
種
を
就
け

O
)
四
月
か
ら
翌
二
年
五
月
ま
で
の
聞
に
加
賀
守
護
年
将
軍
義
持
の
勘
気
を
蒙
り
失
脚
し
た
結
果
、
こ
の

た
の
は
、
兄
弟
が
守
護
職
を
一
国
ず
つ
所
持
し
よ
う
職
を
改
替
さ
れ
て
、
兄
義
将
の
嫡
子
義
重
が
任
じ
ら
家
の
発
展
は
一
時
頓
挫
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か

と
す
る
意
識
の
反
映
と
み
る
の
は
う
が
ち
す
ぎ
で
あ
れ
、
そ
の
後
同
四
年
七
月
ま
で
に
同
守
護
職
を
回
復
し
、
満
種
の
子
持
種
は
、
永
享
八
年
(
一
四
三
六
)
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二
歳
で
家
督
を
桐
い
だ
宗
家
の
斯
波
千
代
徳
丸
(
の

ち
の
義
健
)
に
「
加
扶
持
」
え
る
立
場
と
な
っ
て
い

る
よ
う
に
、
そ
の
政
治
的
地
位
を
順
調
に
回
復
し
て

い
き
、
享
徳
元
年
(
一
四
五
二
)
に
は
斯
波
義
健
が

嗣
子
の
な
い
ま
ま
没
す
る
と
、
自
分
の
子
息
義
敏
に

宗
家
の
家
督
を
嗣
が
せ
る
こ
と
に
成
功
し
時
。
か
か

る
持
種
の
斯
波
家
内
に
お
け
る
権
勢
の
確
立
の
前
提

と
し
て
、
父
満
種
の
失
脚
後
再
び
大
野
郡
の
守
護
権

を
回
復
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
持
種
に
よ
る
大

野
郡
守
護
職
復
活
の
時
期
は
、
応
永
二
十
一
年
か
ら

享
徳
一
元
年
ま
で
の
聞
で
、
下
限
は
永
享
八
年
ま
で
遡

及
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
前
掲
史
料
I
は

大
野
郡
が
分
郡
と
し
て
回
復
さ
れ
た
室
町
期
の
同
郡

の
支
配
機
構
と
し
て
、
分
郡
守
護
(
斯
波
持
種
)
|

守
護
代
(
二
宮
信
濃
入
道
)
在
国
奉
行
も
し
く
は

小
守
護
代
(
二
宮
左
近
将
監
・
乙
部
勘
解
由
左
衛
門
)

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
寛
正
五
年
(
一
四
六
四
)
か
ら
文
正

元
年
(
一
四
六
六
)
に
か
け
て
、
斯
波
持
種
が
二
宮

信
濃
入
道
の
大
野
郡
「
押
妨
」
を
幕
府
に
訴
え
て
争

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
野
郡
に
対
す
る
斯
波

持
種
の
権
限
と
持
種
の
代
官
(
守
護
代
)
で
あ
っ
た
被
返
子
修
理
大
夫
(
斯
波
持
種
)
之
間
」
と
い
う
記

は
ず
の
二
宮
信
濃
入
道
の
そ
れ
が
、
相
互
に
競
合
す
事
の
「
返
す
」
と
い
う
の
も
、
二
宮
が
持
種
か
ら
奪

る
、
換
言
す
れ
ば
同
質
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
可
能
っ
た
郡
代
職
を
持
種
に
返
付
す
る
と
い
う
の
で
は
な

性
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
斯
波
持
く
、
以
前
か
ら
分
郡
守
護
に
あ
っ
た
持
種
の
地
位
を

種
の
地
位
は
、
す
で
に
分
郡
守
護
で
は
な
く
、
郡
代
回
復
す
る
と
の
謂
と
み
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
は
あ

の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
る
ま
い
か
。

仮
に
そ
う
し
た
事
態
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
本
来
主
従
関
係
に
あ
る
斯
波
持
種
と
二
宮
信
濃
入

の
契
機
と
し
て
は
、
持
種
の
子
息
義
敏
が
宗
家
家
督
道
の
大
野
郡
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
長
禄
合
戦
以
後
の

を
相
続
し
て
越
前
守
護
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
持
種
の
政
治
的
地
位
の
低
下
に
起
因
す
る
も
の
と
考

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
持
種
の
大
野
郡
守
護
権
が
義
敏
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
禄
三
年
二
四
五
九
)

の
越
前
一
国
守
護
権
の
な
か
に
解
消
し
(
吸
収
さ
甲
斐
氏
と
対
立
し
た
義
敏
が
失
脚
し
、
あ
と
を
嗣
い

れ
)
、
持
種
は
敦
賀
郡
代
と
同
質
の
大
野
郡
代
と
な
だ
子
の
松
王
丸
も
寛
正
二
年
退
け
ら
れ
て
渋
川
氏
か

っ
た
と
の
想
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
息
の
一
国
守
ら
義
廉
が
迎
え
ら
れ
る
と
、
持
種
の
立
場
が
き
わ
め

護
権
の
も
と
で
父
が
大
野
郡
を
分
郡
の
ま
ま
管
掌
す
て
厳
し
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

る
と
い
う
体
制
も
そ
れ
程
不
自
然
で
は
な
い
と
思
わ
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
付
録
「
室
町
幕
府
諸

れ
る
。
持
種
と
二
宮
信
濃
入
道
と
の
抗
争
に
し
て
も
、
職
表
(
守
護
)
」
が
、
大
野
郡
の
分
郡
守
護
に
つ
い

「
渡
す
」
と
か
「
返
す
」
と
い
っ
た
文
言
で
記
録
さ
て
、
持
種
の
在
職
下
限
を
寛
正
二
年
と
し
、
同
五
年

れ
て
い
る
こ
と
を
、
両
者
の
立
場
に
差
が
な
い
こ
と
以
前
か
ら
文
正
元
年
ま
で
を
斯
波
義
廉
、
同
年
に
再

の
反
映
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
翻
っ
ぴ
持
種
と
し
て
い
る
の
は
ご
二
四
四
百
(
)
、
松
王

て
守
護
と
守
護
代
の
対
立
と
し
て
も
十
分
理
解
が
可
丸
の
失
脚
、
義
廉
の
家
督
相
続
と
同
時
に
、
持
種
の

能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
問
題
を
最
初
に
紹
介
し
大
野
郡
守
護
職
も
改
補
さ
れ
て
義
廉
に
移
っ
た
と
想

て
い
る
『
蔭
涼
軒
目
録
』
寛
正
五
年
十
月
十
七
日
条
定
し
、
持
穫
が
二
宮
の
「
押
妨
L

を
訴
え
て
い
る
こ

の
「
越
前
国
大
野
郡
退
彼
二
宮
信
濃
入
道
押
妨
、
可
と
を
そ
の
証
左
と
み
な
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
義
廉
の
継
嗣
が
そ
の
ま
ま
持
種
の
大
野
郡

守
護
職
解
任
に
直
結
す
る
と
解
す
る
必
要
は
必
ず
し

も
な
い
。
持
種
が
寛
正
五
年
以
降
訴
え
て
い
る
の
は
、

義
廉
に
奪
わ
れ
た
大
野
郡
守
護
職
の
還
補
で
は
な
く
、

義
廉
の
継
嗣
で
持
種
の
政
治
的
地
位
が
大
き
く
動
揺

し
た
の
を
好
機
と
み
て
、
持
種
の
守
護
権
を
無
視
し

た
守
護
代
二
宮
信
濃
入
道
の
「
押
妨
」
の
排
除
、
換

言
す
れ
ば
、
大
野
郡
守
護
権
の
確
認
で
あ
っ
た
と
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
正
元
年
八
月

最
終
的
に
持
種
が
幕
府
か
ら
確
認
さ
れ
た
大
野
郡
の

所
職
は
郡
代
で
は
な
く
、
従
前
通
り
の
分
郡
守
護
職

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
直
後
の
文
正
元
年
九
月
、
再
び
義

敏
の
家
督
が
否
定
さ
れ
て
義
廉
に
移
り
、
や
が
て
応

仁
の
乱
に
突
入
し
た
た
め
、
持
種
の
大
野
郡
守
護
権

は
失
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
次
の
文
書
は
そ
う
し
た

時
期
の
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
K

】

畏
申
上
候
、

抑
就
井
野
部
郷
之
御
領
中
候
て
、
自
二
宮
与
次

殿
、
半
分
落
申
候
へ
く
候
と
被
申
侯
、
随
而
相

残
侯
半
分
お
も
、
御
代
管
申
、
御
年
貢
等
守
護

方
よ
り
進
上
申
へ
く
候
由
、
堅
申
被
付
候
問
、

河
村

御
百
姓
等
驚
入
迷
惑
仕
候
、
可
然
様
ニ
郡
司
方
(
注
2
・
3
)
に
な
ら
っ
て
「
郡
司
し
の
職
名
が
採
用

へ
被
仰
下
候
て
、
如
以
前
之
御
知
行
候
ハ
¥
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
想
定
で
き
る
(
但
し
な
ぜ

御
百
姓
等
弥
畏
入
可
存
候
、
定
委
細
者
、
自
御
敦
賀
郡
の
よ
う
に
「
郡
代
」
と
し
な
か
っ
た
の
か
は

政
所
御
注
進
可
有
候
、
さ
候
問
、
今
郡
司
方
へ
説
明
で
き
な
い
)
。

御
預
候
ハ
¥
末
代
不
可
然
候
、
此
等
之
趣
聞
き
て
こ
の
「
郡
司
」
は
分
脈
の
上
か
ら
は
二
宮
与

食
被
上
候
て
、
御
披
露
候
口
口
畏
入
存
へ
く
候
、
次
(
種
数
)
を
指
す
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
当
時
の

恐

憧

謹

言

、

大

野

郡

の

行

政

権

を

掌

握

し

て

い

た

の

は

、

種

数

の

井
野
部
郷

十

二

月

八

日

御

百

姓

惣

領

に

あ

た

る

二

宮

将

監

安

兼

で

あ

っ

た

と

み

ら

れ

進

上

御

代

管

殿

参

る

か

ら

、

「

郡

司

L

正
員
は
二
宮
安
兼
の
こ
と
で
、

こ
の
文
書
の
年
代
は
、
『
醍
醐
寺
文
書
』
(
大
日
本
種
数
は
そ
の
代
官
と
し
て
在
郡
し
、
応
仁
の
乱
勃
発

古
文
書
家
わ
け
)
・
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
の
に
際
し
て
半
済
や
守
護
請
を
強
行
し
よ
う
と
し
て
い

傍
注
の
通
り
応
仁
元
年
(
一
四
六
七
)
頃
と
考
え
ら
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
文
正
元
年
ま
で
斯

れ
る
。
大
野
郡
が
分
郡
と
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
ま
波
持
種
に
抵
抗
し
て
大
野
郡
を
実
力
で
確
保
し
て
い

っ
た
く
所
見
の
な
か
っ
た
「
郡
司
し
な
る
名
辞
が
、
た
と
思
わ
れ
る
こ
宮
信
濃
入
道
と
、
二
宮
安
兼
・
同

こ
こ
に
初
め
て
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
史
料
残
存
の
種
数
ら
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
証
を
欠
く
が
、
安

偶
然
性
の
所
産
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
今
一
つ
兼
の
官
途
が
前
掲
史
料
I
の
宛
人
の
一
人
二
宮
左
近

の
可
能
性
と
し
て
は
、
分
郡
時
代
は
分
郡
守
護
に
直
将
監
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
二
宮
安
兼
は
一
元
来

属
す
る
が
故
に
、
敦
賀
郡
で
み
ら
れ
た
「
郡
代
」
の
乙
部
氏
と
共
に
在
国
奉
行
も
し
く
は
小
守
護
代
と
し

呼
称
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
(
二
宮
氏
の
地
位
て
二
宮
信
濃
入
道
の
も
と
で
大
野
郡
支
配
の
実
務
に

を
「
郡
代
」
で
は
な
く
敢
え
て
「
守
護
代
」
と
し
た
当
た
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
宮
安
兼
ら

所
以
で
あ
る
)
、
分
郡
が
解
消
さ
れ
て
、
敦
賀
郡
と
は
当
初
か
ら
持
種
・
義
敏
方
を
離
れ
て
西
軍
斯
波
義

(
お
)

同
様
越
前
一
国
守
護
(
こ
の
場
合
斯
波
義
廉
)
に
直
廉
方
に
属
し
、
乱
の
途
中
東
軍
に
寝
返
っ
た
朝
倉
孝

結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
尾
張
や
遠
江
の
例
景
と
大
野
郡
で
戦
い
、
文
明
七
年
二
四
七
五
)
討

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
二
一
)
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死
し
て
い
る
が
、
大
野
郡
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
主

君
斯
波
義
種
と
対
立
し
た
二
宮
信
濃
入
道
の
動
静
は

ま
っ
た
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
東
軍
と

し
て
持
種
・
義
敏
父
子
と
行
動
を
と
も
に
し
、
西
軍

に
属
し
た
二
宮
安
兼
ら
に
主
導
権
を
奪
わ
れ
た
ま
ま

没
落
し
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
大
野
郡
は
南
北
朝
末
期
に
斯
波

義
種
の
分
郡
と
さ
れ
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
三
年
前
後

で
解
消
さ
れ
た
が
、
義
種
の
孫
持
種
の
代
、
つ
ま
り

遅
く
と
も
享
徳
元
年
ま
で
に
分
郡
が
復
活
し
て
、
義

種
系
斯
波
氏
の
本
拠
と
な
っ
た
。
そ
の
あ
と
子
の
義

敏
が
宗
家
の
家
督
を
嗣
い
で
か
ら
も
持
種
の
分
郡
と

し
て
存
続
し
た
が
、
宿
老
甲
斐
氏
と
の
対
立
な
ど
で

持
種
・
義
敏
父
子
の
政
治
的
地
位
が
低
落
し
、
義
敏

が
西
国
に
没
落
す
る
と
、
大
野
郡
守
護
代
と
じ
て
在

地
に
地
歩
を
築
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
二
宮
信
濃
入

道
と
の
確
執
を
招
い
た
。
長
い
運
動
の
結
果
持
種
の

守
護
権
は
安
堵
さ
れ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
名
目
に

す
ぎ
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
も
斯
波
義
廉
が
再
び
家
督

を
嗣
ぎ
、
や
が
て
応
仁
の
乱
が
始
ま
る
と
、
分
郡
守

護
職
そ
の
も
の
が
消
滅
し
て
一
国
守
護
職
の
中
に
吸

収
き
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
宮
信
濃
入

四
十
四
巻
二
号

道
も
応
仁
の
乱
の
混
乱
の
中
で
没
落
し
て
い
っ
た
と
(
2
)
嘉
吉
三
年
十
一
月
二
士
一
日
尾
張
在
京
守
護
代
織
田
久

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
地
位
は
、
一
族
で
か
つ
広
遵
行
状
(
『
新
編
一
宮
市
史
』
資
料
編
補
遺
二
、
九
六
、

て
信
濃
入
道
の
も
と
で
大
野
郡
支
配
の
実
務
に
当
た
「
北
野
社
家
条
々
引
付
L

享
徳
年
間
条
)
に
「
奉
行
井
郡

司
」
の
文
一
言
が
見
、
え
る
。

っ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
二
宮
安
廉
に
継
承
さ
れ
て
、

(
3
)
年
欠
十
月
十
日
遠
江
守
護
代
甲
斐
祐
徳
書
下
(
『
静
岡
』

と
も
か
く
も
郡
単
位
の
公
権
は
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

一
五
二
七
、
南
禅
寺
文
書
)
の
宛
所
に
「
郡
司
御
中
」
と

安
兼
を
倒
滅
し
た
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
機
構
の
中
で

あ
る
。

も
、
大
野
郡
司
と
し
て
制
度
的
に
継
承
さ
れ
た
の
で
(
4
)
旧
稿
で
は
斯
波
満
種
・
持
種
父
子
を
寸
大
野
郡
の
分
郡
守

あ

る

。

議

も

し

く

は

郡

司

的

地

位

し

と

い

う

あ

い

ま

い

な

表

現

で

断
定
を
避
け
て
い
た
。

(
5
)
『
県
史
』
資
2
、
醍
醐
寺
文
書
一
四
九
号
。

(
6
)
信
濃
守
護
代
と
し
て
は
二
宮
信
濃
守
(
の
ち
式
部
丞
)

氏
泰
、
加
賀
守
護
代
と
し
て
は
二
宮
与
一
種
氏
(
信
濃
入

道
是
信
)
の
名
が
知
ら
れ
る
(
旧
稿
)
。

(7)
斯
波
義
淳
の
管
領
在
任
期
に
お
け
る
管
領
使
者
と
し
て
、

二
宮
越
中
守
の
名
が
、
甲
斐
(
将
久
)
・
飯
尾
美
作
守

(
重
清
)
と
共
に
『
満
済
准
后
日
記
』
に
頻
出
す
る
(
初

出
は
永
享
二
年
六
月
三
十
日
条
)
。
応
永
四
年
当
時
信
濃

守
護
代
在
職
が
確
認
さ
れ
る
二
宮
越
中
入
道
是
随
の
系
統

が
(
『
信
濃
』
一
二
一
一

j

二
頁
、
市
河
文
書
、
同
年
七
月

二
日
二
宮
是
随
遵
行
状
)
、
斯
波
氏
本
宗
家
の
重
臣
と
な

っ
て
い
っ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

(8)
小
泉
氏
も
「
持
種
は
名
目
的
な
が
ら
大
野
郡
守
護
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
(
『
県
史
』

四
七
三
頁
)
、
事
実
認
識
は
私
と
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ

な
お
、
大
野
郡
が
分
郡
と
さ
れ
た
の
は
、
地
形
的

に
他
地
域
と
隔
絶
さ
れ
た
小
宇
宙
的
空
間
を
も
ち
な

が
ら
、
美
濃
方
面
と
の
交
通
上
の
要
地
を
な
し
、
ま

た
、
平
泉
寺
と
い
う
巨
大
宗
教
勢
力
(
と
同
時
に
軍

事
・
経
済
勢
力
)
の
膝
下
で
あ
る
と
い
う
、
当
郡
の

も
つ
固
有
の
特
質
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。

長
且(

1
)
今
谷
氏
は
「
守
護
領
国
制
下
に
於
け
る
国
郡
支
配
に
つ

い
て
」
(
『
千
葉
史
学
』
創
刊
号
、
一
九
八
二
年
、
の
ち

一
部
が
伺
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
庖
、

一
九
八
五
年
、
に
所
収
)
に
お
い
て
、
先
行
研
究
を
参
照

さ
れ
な
が
ら
全
図
的
に
郡
奉
行
、
郡
代
を
検
証
き
れ
て
い

ヲ

hv
。
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る
。
た
だ
、
持
種
を
分
郡
守
護
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
(
日
)
小
川
氏
は
「
史
料
蒐
集
目
録
」
所
収
の
写
の
方
を
用
い

宮
氏
は
敦
賀
郡
代
と
区
別
す
る
意
味
で
も
、
寸
郡
代
」
と
ら
れ
て
、
差
出
人
を
「
二
宮
某
」
と
表
記
さ
れ
、
そ
の
地

呼
ぶ
よ
り
「
大
野
郡
守
護
代
」
と
す
る
方
が
よ
り
正
確
に
位
を
(
越
前
一
国
)
在
京
守
護
代
と
推
測
さ
れ
て
い
る

彼
の
地
位
を
表
現
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
(
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

(9)
応
永
二
年
十
一
月
二
十
二
日
斯
波
義
将
書
状
案
(
『
県
九
八

O
年
、
五

O
六
頁
)
。

史
』
資
2
、
醍
醐
寺
文
書
七
五
号
)
、
同
二
十
五
年
十
二

(M)

『
県
史
』
資
2
、
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
古
文
書
室

月
六
日
斯
波
義
淳
遵
行
状
(
同
文
書
八
三
一
号
)

0

所
蔵
一
乗
院
文
書
一
七
号
。

(
日
)
至
徳
二
年
五
月
十
六
日
斯
波
義
種
書
下
写
(
『
信
濃
』
(
日
)
佐
藤
氏
注
(
叩
)
前
掲
書
、
一
九
三
l
四
頁
。

一
三
九
i
一
四

O
頁
、
守
矢
文
書
)
、
嘉
慶
二
年
十
二
月
(
日
)
同
右
、
二
三
一
八
頁
。

二
十
六
日
二
宮
氏
泰
道
行
状
(
『
信
濃
』
二

O
O
頁
、
今
(
口
)
同
右
、
二
三
九
頁
、
小
川
氏
注
(
日
)
前
掲
書
、
五

O

清
水
文
書
)
。
な
お
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
九
i
五
一

O
頁。

研
究
』
上
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
)
一
九
四
(
日
)
司
史
料
』
七
二

O
、
応
永
二
十
一
年
六
月
八
日
条

頁
、
旧
稿
、
小
林
計
一
郎
『
信
濃
中
世
史
考
』
(
吉
川
弘
(
二

O
一
i
二
頁
)
。

文
館
、
一
九
八
二
年
、
一
一
一
九
j

一
三

O
頁
)
な
ど
参
照
。
(
悶
)
『
建
内
記
』
(
大
日
本
古
記
録
)
嘉
吉
元
年
十
二
月
二

(
日
)
旧
稿
で
は
「
郡
司
L

、
『
県
史
』
で
は
「
守
護
代
の
可
十
一
日
条
。

能
性
が
残
る
も
の
の
郡
司
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
た
(
初
)
『
師
郷
記
』
(
史
料
纂
集
)
享
徳
元
年
十
一
月
十
六
日

(

三

四

九

頁

)

。

条

、

「

文

正

記

L

「
応
仁
略
記
」
(
と
も
に
『
群
書
類

(
ロ
)
至
徳
四
年
六
月
九
日
斯
波
義
将
遵
行
状
(
『
信
濃
』
一
従
』
二

O
、
合
戦
部
)
な
ど
。

八
六
頁
、
市
河
文
書
)
、
及
び
同
年
九
月
日
市
河
頼
房
軍
(
幻
)
『
蔭
涼
軒
目
録
』
に
寛
正
五
年
十
月
十
七
日
条
を
初
出

忠
状
(
問
、
一
九
二
頁
、
同
文
書
)
に
よ
る
と
、
周
年
四
と
し
て
、
文
正
元
年
八
月
十
八
日
条
ま
で
関
係
記
事
が
多

月
村
上
頼
回
・
小
笠
原
清
順
ら
信
濃
の
反
守
護
派
国
人
が
数
散
見
さ
れ
る
。
な
お
、
同
書
で
は
「
大
野
郡
し
を
「
大

挙
兵
し
た
際
、
在
国
し
て
い
た
二
宮
余
一
種
氏
(
守
護
代
野
庄
」
(
寛
正
五
年
十
二
月
二
十
四
日
条
)
と
か
「
大
野

氏
泰
の
子
息
)
が
ま
ず
こ
れ
ら
と
戦
い
、
そ
の
あ
と
氏
泰
村
」
(
文
正
元
年
一
八
月
十
八
日
条
)
な
ど
と
も
記
し
、
表

が
下
向
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
氏
泰
は
当
初
記
に
揺
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
も
し
、
「
大
野
庄
」
や
「
大

在

京

し

て

い

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

野

村

L

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
分
郡
の
事
例
と
は
な
し
得
な
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河
村

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
三
)

く
な
る
が
、
文
正
元
年
八
月
十
八
日
条
(
こ
の
間
題
に
関

す
る
最
後
の
所
見
記
事
)
の
最
後
を
「
改
村
作
郡
也
L

と

結
ん
で
い
る
の
で
、
記
、
玉
季
現
真
薬
も
最
終
的
に
は
「
大

野
郡
し
と
の
情
報
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
勾
)
今
谷
氏
は
分
郡
の
事
例
の
中
に
越
前
大
野
郡
を
含
め
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
上
限
を
お
そ
ら
く
『
蔭
涼
軒
目

録
』
文
正
元
年
八
月
十
八
日
条
の
記
事
を
根
拠
に
同
月
と

さ
れ
、
し
か
も
斯
波
義
廉
を
守
護
と
さ
れ
た
が
(
注
1
前

掲
書
、
二
三
二
頁
)
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
記

事
は
守
護
代
二
宮
信
濃
入
道
の
違
乱
が
退
け
ら
れ
て
従
前

通
り
持
種
の
守
護
権
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
名
目
と
し
て
は
斯
波
家

督
に
復
し
た
子
の
義
敏
に
与
え
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定
は

で
き
な
い
。
な
お
『
日
本
史
総
覧
』

H
(新
人
物
往
来
社
、

一
九
八
四
年
)
の
「
分
郡
守
護
一
覧
」
も
義
廉
を
大
野
郡

守
護
と
し
て
い
る
が
(
二
一
三
二
頁
)
、
本
文
で
ふ
れ
た
よ

う
に
、
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
付
録
「
室
町
幕
府
諸

職
表
(
守
護
)
し
で
は
、
文
正
元
年
に
義
廉
か
ら
持
種
に

還
補
さ
れ
た
と
し
て
い
る
(
一
二
四
四
頁
)
。

(
幻
)
『
県
史
』
資
2
、
醍
醐
寺
文
書
一
三
九
号
。

(M)
三
月
十
九
日
二
宮
種
数
書
状
と
三
月
二
十
日
二
宮
安
兼

状
(
と
も
に
朝
倉
孝
景
宛
)
を
一
紙
に
認
め
た
案
文
の
端

裏
書
に
「
此
在
所
返
付
返
状
案
二
宮
庶
子
・
宗
領
両
人
分
」

と
あ
る
(
『
県
史
』
資
2
、
醍
醐
寺
文
書
一
四
三
・
一
四

六
号
)
。
案
文
は
種
数
書
状
の
方
が
先
に
書
か
れ
て
い
る
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若
越
郷
土
研
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四
十
四
巻
二
号
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の
で
、
庶
子
は
種
数
、
惣
領
は
安
兼
を
指
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
両
書
状
は
、
こ
の
年
(
応
仁

二
年
カ
)
三
月
十
一
日
、
朝
倉
孝
景
が
上
醍
醐
円
光
寺
領

井
野
部
郷
の
保
全
を
二
宮
安
兼
・
同
種
数
に
依
頼
し
た
こ

と
に
対
す
る
返
状
に
当
た
る
が
、
朝
倉
は
、
種
数
宛
の
書

状
の
末
尾
で
「
委
細
将
監
殿
(
安
兼
)
へ
令
申
候
」
と
述

べ
て
い
る
(
同
文
書
一
四
一
・
一
四
二
号
)
。
こ
れ
は
、

本
来
の
権
能
を
有
す
る
安
兼
に
要
請
す
る
一
方
、
在
地
で

実
務
に
当
た
っ
て
い
る
種
数
に
も
同
じ
趣
旨
を
伝
え
、
安

兼
へ
は
す
で
に
依
頼
済
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
念
を
押

し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
醍
醐
寺
が
応
仁
元
年
十

月
二
十
二
日
兵
紋
米
の
催
促
停
止
を
二
宮
安
兼
の
方
へ
訴

え
て
い
る
こ
と
も
(
同
文
書
一
三
八
号
)
、
右
の
推
測
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
後
注
(
お
)
参
照
。

(
お
)
前
注
で
ふ
れ
た
朝
倉
・
二
宮
両
氏
の
折
衝
が
応
仁
二
年
三

月
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
時
の
朝
倉
氏
は
ま
だ
西
軍
陣
営

に
い
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
倉
孝
且
一
尽
に
対
す
る
東
軍
の
現
形

工
作
は
、
応
仁
二
年
九
月
三
日
伊
勢
貞
親
書
状
(
「
朝
倉

家
記
L

所
収
)
に
よ
っ
て
始
ま
る
と
み
ら
れ
る
。
松
原
信

之
「
朝
倉
孝
景
の
戦
国
大
名
成
長
過
程
の
研
究
L

(

『福

井
県
地
域
史
研
究
』
七
、
一
九
七
七
年
)
な
ど
参
照
。

(
お
)
文
明
七
年
七
月
二
十
日
伊
勢
貞
宗
害
状
(
「
朝
倉
家
記
L

所
収
)
に
「
去
十
三
日
、
於
大
野
井
野
部
合
戦
之
時
、
得

勝
利
、
敵
数
多
被
討
補
内
、
二
宮
左
近
将
監
・
同
弟
駿
河

{
寸
・
甲
斐
太
輔
坊
等
首
二
一
、
京
進
之
旨
令
披
露
畢
」
と
あ

る
。
こ
の
う
ち
の
「
弟
駿
河
守
」
が
あ
る
い
は
二
宮
種
数

の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




